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しなく続くと思われるパーティー会場を後にしま

した。

インドの不思議な魅力

インドは、 ITで注目され非常に発展した豊か

な部分がある一方、地方から職を求めて大都市に

やってくる多くの人々がスラムや路上で生活して

おり、幼い花売りや物乞いのこどもたちも町で多

く見かけました。長い歴史と豊かな文化、質素で、

も楽しそうな生活などが、さまざまな色彩とにお

いと喧騒の中に混りあっているという印象でし

た。最初は怖いと思った町の中でも実は人々は親

切で暖かく、「もう少し長く滞在したら好きにな

りそう」といった参加者もあった不思議な魅力の

ある国でした。暑い屋外と極端に冷房の効いた屋

内との温度差や連日のカレー攻めからか、日本か

らの参加ナースは次々と体調を崩し、気候、食物

の面ではなかなか適応しにくい国でもありました

が、 11月4日午後全員無事に帰国しました。イ

ンドの不思議な魅力は、きっと複雑な感情を参加

者一人ひとりの心に残していることでしょう。

SIOP 2008へ！

来年SIOP2008はドイツ国内組織委員会が動き

出し、すでに演題登録も始まっています。看護部

会は、 CarolaFreidank氏と 2名の委員が、ベル

リンで、待ってくださっています。また多くの会員

の方々にお会いできることを楽しみにしていま

す。

“女王の首飾り”と呼ばれる学会場近くの海岸通り
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コラム

Aちゃんが教えてくれたこと

神奈川県立こども医療センター 秦 裕美

「本当は学校にいくのが怖かった。行きたくな

かった。」

「みんな言わないけど、気持ち悪いって思っ

てるんじゃないかと思ってた。運動もできない

し・・・ 。みんなに迷惑かけている・・・」

「誰にも言えなかった。家族は自分のせいでみ

んな疲れている。私のために一生懸命やってくれ

ているから・・・ 。」

Aちゃんは涙を流しながらぽつりぽつりと話

してくれました。Aちゃんは白血病で移植を受

けました。移植後の経過は順調で、退院後は学校

へ楽しく通っているとばかり思っていたので、 A

ちゃんの心の叫びともいえるこの言葉を聞いた私

は驚きました。同時に、こんなにも辛い思いをか

かえ1人で耐えてきたAちゃんの力になれなかっ

たことに申し訳ないという思いでいっぱいにな

り、悔しくて涙がでてきました。

以前、小児がん経験者の方から「入院中のどん

なつらい治療や検査よりも、退院してからの学校

生活がつらかった。でも、みんなに病気のことを

しっかりと説明してからはとても楽しい学校生活

になった。」と話されていたのを思い出しました。

Aちゃんにとっての学校生活は、入院生活より

も辛いものだ、ったのかもしれません。

私の勤務する病院では数年前までは復学に関し

て看護師が関わることは少なく、家族の力のみに

ゆだねられていました。しかし、復学に向けて家

族や子どもの不安は強く、現在は復学の援助を看

護師が中心となり行えるよう体制を整えつつあり

ます。ご家族や子どもと一緒に、病気のこと、体

力のことなどについて学校側へどのように伝えた

いかを話し合い、それらの情報を書きこんだパン

フレットを作成します。それをもとに家族や場合

によっては看護師も一緒に学校へ説明にいきま

す。これらの流れは、今では小児がん看護にたず

さわっている看護師にとって必要な看護ケアとし

て認識され、多くの家族と子ども達に提供されつ

つあります。しかし、実際に復学した後に楽しく

通えているか、困っていることはないか等を家族

や子どもが気軽に話せる場がありません。もし、

Aちゃんの抱えていた悩みを聞く場があり、 A

ちゃんの思いを聞くことができていたら、私たち

に何かできたかもしれず、その苦しみは長く続か

なかったかもしれません。そして、今でも Aちゃ

んのように家族にも言えない思いを 1人で抱え、

苦しんでいる子どもが他にもたくさんいるかもし

れません。

普段は、口数も少なくて辛い事を顔に出すこ

ともなかった Aちゃんの涙ながらのあの訴えに、

私は大切なことを教えてもらいました。Aちゃ

んの言葉は、今でも私の心にとても強くやきつい

ていると同時に私の原動力となっています。
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会報

第5回 日本小児がん看護研究会

第5回 日本小児がん看護研究会は、第23回日本小児がん学会、第49回日本小児血液学会と同

時期開催（平成 19年12月14日～ 15日）として行われた。また、「がんの子供を守る会Jと併行

開催された。

会長：塩飽仁（東北大学医学部保健学科）

I .テーマ：トータルケアの原点に戻る 一子供と家族の継続的支援－

II .会期：平成 19年12月14日（金）、 15日（土）

皿．会場： 仙台国際センター

N. プログラム

第1日（12月14日）

特別講演1

『トータルケアのはじまりJ

演者支木クレイグヒル滋子氏（首都大学東京教授）

特別講演2

『いのちの尊さを考える ー子どもに死を教えるときー 』

演者 アルフォンス・デーケン氏（上智大学名誉教授）

一般演題発表（口演 10題， 示説10題）

第2日（12月15日）

教育講演

『小児がんの子どもへの継続的支援 一長期入院後のこどもの復学のケア－J

演者有田直子氏（神奈川県立こども医療センター 小児看護CNS)

看護シンポジウム

『子どもと家族の継続的支援J

シンポジスト

菅野桂子氏 ：学校に復帰した子どもの母親の立場から

深瀬光子氏（仙台市立木町通小学校 教諭）：学校教育における子どもと家族の支援

上別府圭子氏（東京大学 准教授）：小児がんサパイパーと家族の課題と支援

一般演題発表（口演 10題，示説11題）
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研修委員会報告

第3回関東地方研修会

期日： 2007年2月3日（土）

会場：神奈川県立こども医療センター講堂

テーマ：子どもたちへの病気の説明や告知

講演：「子どもたちへの病気の説明や告知」

講師：細谷亮太先生（聖路加国際病院副院長・小児科部長）

パネル・デイスカッション

小児がん看護 Vol.3. 2008 

パネリスト：高橋雄一氏（神奈川県立こども医療センター 児童思春期精神科）

有田直子氏（神奈川県立こども医療センター）小児専門看護師

小俣智子氏（小児がんネットワークMNプロジ、エクト代表）

参加者： 125名

第4回関東地方研修会

期日： 2007年8月27日（月）

会場：国立成育医療センター講堂

テーマ：小児がんの子どものQOL 

講演：「小児がんの子どものQ0 LJ 

講師・ Pamela S. Hinds （セント・ジ、ュード小児研究病院看護研究部長）

「処置への非薬理学的アプローチ」

講師： DorellaScarponi （ボローニャ大学病院 サントオールソラマルピギ病院

小児科医長・精神科医）

シンポジウム：「小児がん看護ケアガイドラインの開発と検討」

シンポジスト：小児がん経験者の立場から 小俣智子氏（小児がんネットワーク MNプロジ、エクト）

家族の立場から 井上冨美子氏（菜の花会）

ソーシャルワーカーの立場から 西田知佳子氏（聖路加国際病院）

医師の立場から 森 鉄也氏（国立成育医療センター）

看護師の立場から 有田 直子氏（神奈川県立こども医療センター）

参加者： 111名
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研究委員会報告

平成 16-19年度科学研究費補助金基盤研究（B)

(2) 「小児がんをもっ子どもと家族の看護

ケアガイドラインの開発と検討」を研究委員会の

事業のーっと位置づけ取り組んできました。

［研究目的］

わが国の小児がんの治療は、専門医によるグ

ループスタデイや造血細胞移植等さまざまな

治療法の開発により進歩してきましたが、このよ

うな子どもや家族のケアは未だ十分とはいえず、

施設格差の問題等も指摘されています。そこで、

私達は、平成 16-19年度科学研究費補助金をうけ、

子どもの小児がん発症直後から治療終了後のケア

まで，医療・教育・福祉・地域の連携を視野に入

れ，看護としてどのようなことが求められている

のかをふまえて、ケアを行う看護師への支援を目

的とした小児がん看護ケアガイドラインを開発し

検討するために本研究に着手しました

［研究経過］

平成 16年度には、文献検討等を通して小児が

ん看護の課題を明確にするとともに、看護ケアガ

イドラインの内容の検討を行いました。平成 17

年度～ 18年度にかけて、 1）わが国の小児がん

をもっ子どもと家族がどのようなケア環境に置か

れているかを把握する、 2）小児のがん看護に携

わる看護師の日常ケアに対する認識を知ることを

目的に、病棟師長および看護師を対象に質問紙調

査を実施し、それらの結果を第4回日本小児がん

看護研究会にて報告しました。さらに看護師の認

識を深く探るために、看護師の生の声を聞くこと

が必要と考え、グループインタビューを実施し、

第5回日本小児がん看護研究会に報告しました。

これらを基に、ガイドラインの項目の検討を重ね、

「小児がん看護ケアガイドライン（第一試案）を

作成し、平成 19年8月に実施した第4回関東地

方研修会にて配布し説明しました。研修会直後の

アンケート結果及び配布3か月後に実施したアン

ケート結果、さらに看護師を対象にしたグループ

インタビ、ユーの分析結果からいくつかの修正点が

明らかになり、現在、「小児がん看護ケアガイド

ライン（2008年版）」の完成をめざし取り組んで、

います。

［今後の活動計画1

2008年版の小児がん看護ケアガイドラインを

臨床で活用していただくために、研修会等にて説

明を実施していきたいと考えています。また、ガ

イドライン作成にあたって、さまざまな看護ケア

の検証の必要性を痛感し、研究に取り組んで、いか

なければと考えております。

今後、会員の皆様のご協力をいただきながら、さ

らにこのケアガイドラインの評価・検討を重ねな

がら改訂し、臨床現場の看護師支援のためのより

よい看護ケアガイドラインの作成へと繋げていき

たいと考えています。

研究代表者内田雅代

日本小児がん看護研究会会長梶山 祥子
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役員 会報告

2007年度活動報告

1.役員会：年5回実施した。議事内容は、会員 MLにて報告した。

2.第5回日本小児がん看護研究会：

平成 19年12月14日（金） 15日（土）に、仙台国際センターにて、第23回日本小児がん学会・

第49回日本小児血液学会同時期開催において、第5回日本小児がん看護研究会（塩飽仁会長）

として併行開催した。3学会合同の特別講演2題、看護教育講演l題、看護シンポジウム 1題、

一般演題は42題であり、参加者は約600人であった。

3. ニュースレター：第6号、第7号を発行した。

4.研究会誌：第3号を平成20年3月発行。

5.研究委員会活動：

科研「小児がんをもっ子どもと家族の看護ケアガイドラインの開発と検討」を研究会事業

として継続実施した。「小児がん看護ケアガイドライン（第一試案）を作成し、現在、 2008

年改訂版を検討中である。

6.研修委員会活動：

第4回関東地方研修会を平成 19年8月27日に国立成育医療センターにて開催した。

唱
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2007年5月初日

日本小児がん看橿研究会平成18年度決算報告書

1.一般会計
く収入の部〉 単位（円）

区 分 主基a 基盤 差重 轟主
1前年度の繰越金 。
2会員年会費 1,300,000 1,220,000 &80,000 

会員158名，新入会員69名，16-17
年度11名、19年度6名

3賛助会員会費 70,000 120.000 50000 
4錐血入 。 8.565 8565 研究会誌5冊＋預金の利息

4ロE』 計 2,994,676 2,973,241 企21,435
え支出U)lSU)

区 分
予算1額0,000 

守山

主主10,000 
借量

1言事言業冨
。

2 • 
①ニュースレター発千 50000 27 780 22220 
②研究誌発行 450000 456 895 企6,895
｜③広報 50.000 7 480 42.520 
④研究会活動 100000 。 100,000 
⑤研修会活動 200000 200000 0第3団関東地方研修会

3研究会事業費 300,000 300,000 0第4回研究会事業費
4事務It 
①通信費 80000 78 225 1,775 
②人件費 35.000 14,000 21 000 
③消耗品 60000 30571 29,429 

5その 也 。 630 企630通信費
6予備． 1 659 676 。 1.659 676 

4ロ』 E十 2,994,676 1, 115,581 1,879,095 

一般会計

金越繰度年次

唱’
．．
 
t
’－由
nu

且
『
－
白
。
由

aU

内
£
田
医
d

＝b

。

司

d
目

R
d
E

守，

守，－‘’＝医
1

v
 

n司
M

－a唱E
守

n

。

内
4

－4
’＝4
t

2.特別会計
く収入の部〉

区分
一白越金

£』
ロ 富十

予算事 ｜ 差額 備考
338.464 338,464 

第3団関東地方研修会（212,567
円）、第4回研究会（150.510円）か

01 363,3191らの収益、預金の利息仰）

338464 I 
（次年度繰越金）

縫収入

0 

謹＆坐主
338,464 

nu

－n革支
U

O

一叫一…

平成18年度日本小児がん看鐙研究会決算報告について監査を行い、出納帳・liI書類の照合調査の結果、上記の
通り相違ないことを認めます。 ’ 一
平成19年即日 監事み次符予⑥

監事／ム千九予i司会，け 吋仰ザ
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日本小児がん看護研究会会則

第1章総則

第1条 本会は、日本小児がん看護研究会 (Japanese

Societyof Pediatric Oncology Nursing -

JSPON）と称する。

第2条本会に事務局を置く。

第2章 目的および事業

第3条本本会は小児がんの子どもと家族を支援す

る看護実践と教育の向上と発展に資するこ

とを目的とする。

第4条 本会はその目的を達成するため、次の事業

を行う。

研究会の開催

一 機関誌の発行

一 小児がん看護の実践、教育、研究に関

する情報交換

四 各地の親の会との交流

五 その他本会の目的達成に必要な活動

第3章会員

第5条本会の会員は次のとおりとする。

一一般会員

二賛助会員

第6条会員は小児がん看護の実践、教育、研究ま

たは小児がんの子どもと家族への支援に携

わっており、本会の主旨に賛同するものと

する。

2 会員は研究会への発表、機関誌への投稿

とその配布を受けることができる。

第7条 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の目

的達成に協力するために入会を希望して役

員会の承認を得るものとする。

2 賛助会員は機関誌等の配布を受けること

ができる。

第4章会費

第8条本会の会費を以下のとおりとする。

一般会員年額5,000円

二賛助会員年額個人 1口 10,000円

法人 1口 50,000円

第5章役員

第9条本会に次の役員をおく。

会長 l名

副会長 2名

幹事 若干名

監事 3名

2 幹事の中で庶務担当者、会計担当者、研

究会担当者、機関誌担当者、広報担当者を

きめる。

3 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第6章会議

第10条本会に次の会議をおく。

一役員会

二総会

2 役員会は年3回開催し、活動計画、予算

案を作成し計画に基づいて会の運営を行う。

3 総会は年1回開催し、役員会は総会にお

いて実施した活動内容および活動計画、決

算および予算案を報告する。

第7章委員会

第11条本会に必要な委員会をおき、委員長をおく。

各委員会

研究委員会

一 研究会誌・編集委員会

一 研修委員会

第8章会計

第12条本会の会計は下記による

会費

二本会事業に伴う収入

第9章会則の変更

第13条本会の会則を変更する場合は、役員会の議

を経て総会に報告する。

第10章雑則

第14条 この会則に定めるものの他、本会の運営に

113 -

必要な事項は別に定める。

第11章付則

・この会則は2003年2月8日から施行する0

．この会則は2004年5月15日から実施する。
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論文中の個人情報保護にかかわるガイドライン

日本小児がん看護研究会では、論文中の個人情報保護にかかわるガイドラインを「疫学研究に関する倫

理指針」（平成 14年6月17日 文部科学省・厚生労働省発行）に準拠し作成したので、投稿の際には、

下記の基準に従って作成してください。

1 .対象となる個人情報

本ガイ ドラインにおける 「個人情報Jとは、その個人が生存する しないにかかわらず、個人に関する情

報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることに

なるものを含む。）をいいます。

2.論文中の個人情報

論文中には、以下の項目に関して個人情報が含まれている可能性があります。個人情報保護のための配

慮として、該当部分の削除、匿名化、概略化を行って下さい。匿名化とは、個人を識別することができる

情報の全部又は一部を取り除き、代わりにその人と関わりのない符号又は番号を付すことをいいます。具

体的な匿名化、概略化の例を以下に示します。

＜研究方法＞

・調査対象や調査施設、調査地域などに個人を特定しうる名称や生年月日、固有名調 （病院名や市町村

の名前など）を含まないように匿名化して記載してください。

例： 東京都 → A県

－実際の人口や世帯数、入院日数などの数値は地域や個人の特定につながる可能性がありますので、例

のように概略化を行ってください。

例： 人口 83,823人→人口約8万4千人

＜研究結果＞

－個々の事例の記載について前述の個人情報に該当するものがないかご確認ください。

＜謝辞＞

－病院名、個人名などが含まれる謝辞は研究対象者個人の識別が可能になる場合があります。

上記以外にも個人を特定できる情報はありますので、個人情報保護のための表現上の配躍をお願いします。

3.個人情報の保護に関する責任

論文中の個人情報の保護に関して問題が発生した場合は著者がその責任を負いますので、確認および個

人情報保護のための表現上の配慮を著者の責任において確実に行ってくださるようお願いいたします。

4. その他

転載許諾が必要なものを引用する場合には、（例えば商標登録されているアニメキャラクタ一等）掲載

許可を得て掲載してください。

日本小児がん看護研究会投稿規定
6.掲載費用

平成 16年 11月21日

日本小児がん看護研究会

2）別刷料について 費用は自己負担で、代金は以下の通りです。

10頁以内（50部単位で）・・ ・5,000円

20頁以内（50部単位で）・・・ 8,000円

100部・・ ・ 15,000円

200、300部・・・ 20,000円

別冊については、編集委員会事務局より投稿者へ申し込み用紙をお送りいたします。
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「小児がん看護J投稿規定
1.投稿者の資格

投稿者は本研究会会員に限る。共著者もすべて会員

であること。但し、編集委員会から依頼された原稿に

ついてはこの限りではない。

2.原稿の種類は原著、報告、論説／総説とする。

1）原著 ：主題にそって行われた実験や調査のオリ

ジナルなデー夕、資料に基づき新たな知見、発

見が論述されているもの。

2）研究報告 ・主題にそって行われた実験や調査に

基づき論述されているもの。

3）実践報告・ケースレポート，フィールドレポー

トなど。

4）論説・主題に関する理論の構築、展望、提言。

総説・ある主題に関連した研究の総括、文献についてま

とめたもの。

5）その他
3.投稿の際の注意

1）投稿論文の内容は、他の出版物（国内外を問わ

ず）にすでに発表あるいは投稿されていないも

のに限る。

2）人を対象にした研究論文は、別紙の倫理基準に

適合しているもので、対象の同意を得た旨を明

記する。また学会、公開の研究会等で発表した

ものは、その旨を末尾に記載する。

4.著作権

1 ）著作権は本研究会に帰属する。掲載後は本研究

会の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる。

最終原稿提出時に、編集委員会より提示される

著作権譲渡同意書に著者全員が自筆署名し、論

文とともに送付すること。

2）本研究会誌に掲載された執筆内容が第三者の著

作権を侵害するなどの指摘がなされた場合に

は、執筆者が責任を負う。

5.原稿の受付および採否

1）投稿原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定

する。

2）編集委員会の決定によって返送され、再提出を

求められた原稿は原則として3ヶ月以内に再
投稿すること。

3）編集委員会の決定により、原稿の種類の変更を

投稿者に求めることがある。

4）投稿された論文は理由の如何を問わず返却しな
し、。
5）著者校正著者校正を 1回行う。但し、校正の

際の加筆は原則として認めない。

6.掲載費用

1 ）掲載料規定枚数を超過した分については、所

要経費を著者負担とする。

2）別刷料別刷はすべて実費を著者負担とする。

3）その他 図表等、印刷上、特別な費用を必要と
する場合は著者負担とする。

7.原稿執筆の要領

1 ）原稿の書式はA4サイズでl行全角35字、 1ペー

ジ30行で15枚以内（図表を含む）とする。超過分

小児がん看護 Vol目3.2008 

の必要経費および別刷代金は著者負担とする。

また、査読後の最終原稿の提出の際には、氏名

を明記したCD-ROMを添付する。

2）原稿は新かなづかいを用い、楢書にて簡潔に記
述する。

3）外来語はカタカナで、外国人名、日本語訳が定

着していない学術用語などは原則として活字

体の原綴りで書く。

4）見出しの段落のはじめ方は、 I.. II. 

1 ' 2 －一、 1)' 2) ・・・、 ①， ②・・・などを

用いて明確に区分する。

5）図・表および写真は、原稿のまま印刷するため、

明瞭に墨書されたものに限り、挿入希望箇所を

本文中に明記する。

6）文献記載の様式

(1)引用する文献は文中の引用部分の後に（ ） 

を付し、そのなかに、著者の姓および発行年

次（西暦）を記載し、最後に筆頭著者の姓の

アルファベット順に一括して記載する。

(2）記載方法は下記の例示のごとくする。

①雑誌掲載論文……著者名（発行年次）

論文表題．雑誌名，巻（号），頁

②単行書……著者名（発行年次）：本の表

題発行地発行所．

③翻訳書……著者名（原稿のまま）（原書

発行年次） ／訳者名（翻訳書の発行年

次）：翻訳書表題発行所

7)原稿には表紙を付し、上半分には表題、英文

表題、著者名（ローマ字も）、所属機関名、図

表および写真等の数を書き、キーワードを日本

語 ・英語でそれぞれ3～5語程度記載する。下
半分には朱書で希望する原稿の種類、別刷必

要部数、著者全員の会員番号、編集委員会へ

の連絡事項および連絡者の氏名・住所・ TEL・

FAX・ E-mailをイす言己すること。

8）原著および研究報告は、 250語前後の英文抄録

ならびに400字程度の和文抄録をつけること。

英文抄録は表題、著者名、所属、本文の順にダ

ブルスペースでタイプする。

8.投稿手続き
1）投稿原稿は3部送付する。うち、 1部は正本と

し、残りの2部は投稿者の氏名および所属等、
投稿者が特定される可能性のある内容をすべ

て削除したものとする。

2）原稿は封筒の表に「日本小児がん看護研究会誌

投稿論文jと朱書し、下記に簡易書留で郵送する。

干238-8522 横須賀市平成町1-10-1
神奈川県立保健福祉大学

日本小児がん看護 編集委員会事務局

FAX : 0 4 6 -8 2 8 -2 6 2 7 

付則

この規定は、平成16年11月20日から施行する。

この規定は、平成17年7月24日から施行する。

この規定は、平成19年10月13日から施行する。
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石川幅江 石橋朝紀子

小林八千代 白畑範子

演中喜代 藤原千恵子

平成 17年～平成 19年査読者一覧

内田雅代 遠藤芳子 梶山祥子

塩飽 仁 竹内幸江 富岡晶子

丸 光恵 森美智子

編集後記

上別府圭子

野中淳子

(50音順）

小児がん看護研究会も発足から 5年の歳月を重ね、会員数367名 （平成20年5月現在）となり、

学会や研修会等において内容の充実や活発な意見交換がされるようになってきました。その流れに

のって会誌第3号にも多くの方の論文投稿をいただけましたことに心より感謝申し上げます。小児

がん看護を充実させより多くの方に知っていただきたいと願っております。そして、これからも本

会や小児がん看護にかかわる人たちが発展・成長しつづけるためには、広い視野での国際交流や現

状にとどまらない変化を求めていくことが重要だと思っております。昨年9月にSIOP参加のため

にインド・ムンパイに行ってきました。国土は日本の 10倍、人口も日本の 11倍であり、国が大き

い割に都市部の人口密度も高いので、日本と変わらない人々がひしめき合っていました。インドの

発展はめざましい反面、貧富の差も激しく、スラム街や路上での生活者や子どもの物乞いには胸つ

まるものがありました。しかし暮らしは活気があり、成長しつづけている印象を受けました。小児

がん看護研究会会長である梶山氏より SIOP参加報告でも紹介されておりますが、異文化に触れる

醍醐味は貴重な体験となりました。

本会誌は、臨床・教育からの情報発信の場として、また会員が相互に研錯する場として広く活用

できるよう年々充実を図ってきております。皆様からの貴重な体験等の投稿論文・ご意見をお持ち

しています。

野中淳子

編集委員 委員長：森美智子（日本赤十字秋田短期大学）

委員：野中淳子 （神奈川県立保健福祉大学）

委員 ：米山雅子 （神奈川県立保健福祉大学）

平成20年3月発行

発行所 日本小児がん看護研究会誌編集委員会

〒238-8522

横須賀市平成町1-10-1

電話 046 -828 -2626 

代表梶山祥子

製作 日本小児がん看護研究会

印刷ムサシプレス株式会社
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